
参 考 資 料

（騒音に係る環境基準）
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１ 環境基準

（一般地域） （等価騒音レベル）

地域の類型
時間の区分

昼 間 夜 間

ＡＡ

Ａ及びＢ

Ｃ

50デシベル以下

55デシベル以下

60デシベル以下

40デシベル以下

45デシベル以下

50デシベル以下

１）ＡＡをあてはめる地域は、療養施設・社会福祉施設等が集中して設置され

る地域など、特に静穏を要する地域

２）Ａをあてはめる地域は、専ら住居の用に供される地域

３）Ｂをあてはめる地域は、主として住居の用に供される地域

４）Ｃをあてはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地

域

５）時間の区分は、次の区分とする

昼間：午前6時～午後10時 夜間：午後10時～翌日の午前6時

（道路地域） （等価騒音レベル）

地域の区分
基準値

昼 間 夜 間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有す

る道路に面する地域
60デシベル以下 55デシベル以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有す

る道路に面する地域及びＣ地域のうち

車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下 60デシベル以下

備考 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅

員を有する帯状の車道部分をいう。

（幹線交通を担う道路に近接する空間）

基準値

昼     間 夜     間

70デシベル以下 65デシベル以下

（備考）

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれて

いると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以

下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。
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２ 騒音に係る環境基準の類型指定状況

（平成31年3月31日現在）

告 示 年 月 日 告示番号 施行日 類型指定の実施市町

昭和58年5月31日 第464号 6月 1日
（新規指定）

長崎市、佐世保市、諫早市、大村市

昭和59年5月18日 第428号 6月 1日
（新規指定）

島原市、多良見町、長与町、時津町

昭和60年6月 7日 第509号 6月 7日
（新規指定）

福江市、平戸市、香焼町

昭和61年5月 9日 第401号 5月 9日

（告示方法変更）

長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、福江市、平戸

市、香焼町、多良見町、長与町、時津町

（新規指定）

松浦市、三和町、琴海町、東彼杵町、川棚町、波佐見町

（昭和58年第464号、昭和59年第428号、昭和60年第509号は廃

止）

昭和62年4月24日 第458号 5月 1日
（新規指定）

有明町、小浜町、西有家町、佐々町、郷ノ浦町、厳原町

昭和63年4月22日 第450号 5月 1日
（新規指定）

野母崎町、大瀬戸町、高来町、国見町、加津佐町、有家町

平成元年4月14日 第459号 5月 1日
（新規指定）

口之津町、生月町、江迎町、上五島町、有川町

平成 2年4月13日 第497号 5月 1日
（新規指定）

西彼町、西海町、大島町、崎戸町、外海町

平成 3年4月23日 第463号 5月 1日
（新規指定）

森山町、小長井町、瑞穂町、吾妻町、愛野町、田平町

平成 4年5月 6日 第523号 5月 6日
（新規指定）

飯盛町、千々石町

平成 5年4月30日
第522号

第523号
4月30日

（一部変更）

長崎市、佐世保市、諫早市、時津町

平成 6年4月22日 第516号 4月22日 （一部変更）

佐世保市

平成10年 3月 3日 第196号 3月 3日

（一部変更）

島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、多良見町、時津

町、厳原町

平成11年 4月 1日 第490号 4月 1日

（類型区分改正による指定変更)

長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、福江市、平戸

市、松浦市、香焼町、野母崎町、三和町、多良見町、長与町、

時津町、琴海町、西彼町、西海町、大島町､崎戸町、大瀬戸町、

外海町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、森山町、飯盛町、高

来町、小長井町、有明町、国見町、瑞穂町、吾妻町、愛野町、

千々石町、小浜町、加津佐町、口之津町、西有家町、有家町、

生月町、田平町、江迎町、佐々町、上五島町、有川町、郷ノ

浦町、厳原町

（平成10年第196号は廃止）

平成13年 3月 6日 第189号 3月 6日
（一部変更）

島原市、大村市
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平成14年 3月15日 第282号 3月15日
（一部変更）

諫早市、長与町、時津町

平成15年 3月14日 第281号 3月14日
（一部変更）

大村市、長与町

平成16年 3月16日 第432号 3月16日
（新規指定）

新魚目町

平成23年 3月29日 第378号 3月29日
（一部変更）

佐世保市、諫早市、大村市、時津町

平成24年 3月16日 第294号 4月 1日

（市へ類型指定に関する権限移譲による指定変更）

長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、

佐々町、新上五島町

（平成11年第490号は廃止）

平成25年 3月 1日 第175号 3月 1日
（一部変更）

時津町

平成27年12月18日 第1106号 12月18日
（一部変更）

長与町、時津町

平成28年12月27日 第889号 12月27日
（一部変更）

長与町、時津町





参 考 資 料

自動車騒音・道路交通振動、

航空機騒音関係
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１ 自動車騒音の要請限度

「騒音規制法第１７条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度

を定める省令」（平成12年3月2日 総理府令第15号）

（等価騒音レベル）

区域の区分
時間の区分

昼間（6～22） 夜間（22～6）

１
ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する道路

に面する区域
65デシベル 55デシベル

２
ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路

に面する区域
70デシベル 65デシベル

３

ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する道路

に面する区域及びｃ区域のうち車線を有する

道路に面する区域

75デシベル 70デシベル

上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（2車線以下の車線を有する道

路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線をこえる車線を有する道路の場合は道路の敷

地の境界線から20m迄の範囲をいう。）に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては75デ

シベル、夜間においては70デシベルとする。

備考

１ ａ区域、ｂ区域、ｃ区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事（市の区域

内の区域については、市長。）が定めた区域をいう。

（１）ａ区域：専ら住居の用に供される区域

（２）ｂ区域：主として住居の用に供される区域

（３）ｃ区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

２ 時間の区分は次のとおり。

昼間：午前6時～午後10時   夜間：午後10時～午前6時

３ 騒音の測定は、道路に接して住居、病院、学校等の用に供される建築物（以下、「住居等」と

いう。）が存している場合には道路の敷地境界線において行い、道路に沿って住居等以外の用途

の土地利用が行われているため道路から距離をおいて住居等が存している場合には住居等に到

達する騒音の大きさを測定できる地点において行うものとする。

４ 測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置

とする。（原則として地上1.2メートルとする。）

５ 騒音の測定は、当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、連

続する7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表していると認められる3日間について行うもの

とする。

６ 騒音の評価方法は、等価騒音レベルによるものとする。

７ 騒音の測定方法は、日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法による。

８ 騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに3日間の原則として全時間を通じてエネルギ

ー平均した値とする。
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２ 道路交通振動の要請限度

「振動規制法第16条第1項の規定に基づく指定地域内における道路交通振動の限度」

時間の区分

区域の区分

昼  間

（デシベル）

夜  間

（デシベル）

第1種区域 65 60

第2種区域 70 65

備考

１ 第1種区域及び第２種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた

区域をいう。

一 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居

の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

二 第2種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内

の住民の生活環境を保全をするため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業

等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著し

い振動の発生を防止する必要がある区域

２ 昼間及び夜間とは、それぞれ次の各号に掲げる時間の範囲内において都道府県知事（市の区域

内の区域に係る時間については、市長。）が定めた時間をいう。

一 昼間 午前5時、6時、7時又は8時から午後7時、8時、9時又は10時まで

二 夜間 午後7時、8時、9時又は10時から翌日の午前5時、6時、7時又は8時まで

３ デシベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計算単位をいう。

４ 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うも

のとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

５ 振動の測定場所は、道路の敷地境界線とする。

６ 振動の測定は、当該道路に係る道路交通振動を対象とし、当該道路交通振動の状況を代表する

と認められる1日について、昼間及び夜間の区分ごとに1時間あたり1回以上の測定を4時間以上行

うものとする。

７ 振動の測定方法は、次のとおりとする。

一 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

イ 緩衝物がなく、かつ、十分に踏み固め等の行われている堅い場所

ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所

ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

二 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動（当該測定場所において発生する振動で当該

測定の対象とする振動以外のものをいう。）の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の

対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げ

る補正値を減ずるものとする。

指示値の差 3デシベル 4デシベル 5デシベル 6デシベル 7デシベル 8デシベル 9デシベル

補正値 3デシベル 2デシベル 1デシベル

８ 振動レベルは、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定地の80％レンジの上端の数

値を昼間及び夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値とする。
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３ 航空機騒音に係る環境基準

地域の類型 基準値（単位 Lden）

Ⅰ 57デシベル以下

Ⅱ 62デシベル以下

（注）Ⅰをあてはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域

はⅠ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

○航空機騒音の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値と

する。

(1)測定は、原則として連続7日間行い、騒音レベルの最大値が暗騒音より10デシベル

以上大きい航空機騒音について、単発騒音暴露レベル（LAE）を計測する。なお、単

発騒音暴露レベルの求め方については、日本産業規格Z8731に従うものとする。

(2)測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒音を代表

すると認められる地点を選定するものとする。

(3)測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮して、測定点に

おける航空機騒音を代表すると認められる時期を選定するものとする。

(4)評価は算式アにより1日（午前0時から午後12時まで）ごとの時間帯補正等価騒音レ

ベル（Lden）を算出し、全測定日のLdenについて、算式イによりパワー平均を算出する

ものとする。

〈算式ア〉

10 log 10 , + 10 , + 10 ,
（注）i、ｊ及びｋとは、各時間帯で観測標本のｉ番目、ｊ番目及びｋ番目をいい、LAE,ｄｉと

は、午前７時から午後７時までの時間帯におけるｉ番目のLAE、LAE,ｅｊとは、午後７時か
ら午後10時までの時間帯におけるｊ番目のLAE、LAE,ｎｋとは、午前０時から午前７時まで
及び午後10時から午後12時までの時間帯におけるｋ番目のLAEをいう。また、Ｔ０とは、
規準化時間（１秒）をいい、Ｔとは、観測１日の時間（86,400秒）をいう。

〈算式イ〉

10 log 1 10 ,
（注）Ｎとは、測定日数をいい、Lden,ｉとは、測定日のうちｉ日目の測定日のLdenをいう。

(5)測定は、計量法（平成4年法律第51号）第71条の条件に合格した騒音計を用いて行

うものとする。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は遅い動特

性（SLOW）を用いることとする。

＊環境基準は、１日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場であって、警察、消防及び自衛

隊等専用の飛行場並びに離島にある飛行場の周辺地域には適用しないものとする。

※新環境基準値は、騒音対策の継続性も考慮し、旧環境基準値に相当するレベルに設定さ

れている。
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【参考 ＷＥＣＰＮＬ（旧環境基準）】

地域の類型 基準値（単位 WECPNL）

Ⅰ 70以下

Ⅱ 75以下

（注）Ⅰをあてはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以

外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

○航空機騒音の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値と

する。

(1)測定は、原則として連続7日間行い、暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音

のピークレベル（計量単位 デシベル）及び航空機の機数を記録するものとする。

(2)測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒音を代表

すると認められる地点を選定するものとする。

(3)測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮して、測定点に

おける航空機騒音を代表すると認められる時期を選定するものとする。

(4)評価は(1)のピークレベル及び機数から次の算式により1日ごとの値（単位:WECPNL）

を算出し、そのすべての値をパワー平均して行うものとする。

〈算式〉dB(A) + 10 log − 27
（注）dB(A)とは、１日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、Nとは午前0時か

ら午前7時までの間の航空機の機数をN1、午前7時から午後7時までの間の航空機の機数を

N2、午後7時から午後10時までの航空機の機数をN3、午後10時から午後12時までの間の航

空機の機数をN4とした場合における次により算出した値をいう。N = + 10( + )・・・
(5)測定は、計量法（平成4年法律第51号）第71条の条件に合格した騒音計を用いて行

うものとする。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は遅い動特

性(SLOW)を用いることとする。
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33
7,
39
5

(1
00
)

(1
00
)

(9
9
)

(9
8)

(
97
)

(9
7)

(9
8)

(9
8
)

(9
8)

(9
7)

(
97
)

14
,0
60

13
,9
51

1
3,
82
4

13
,8
4
0

13
,9
72

14
,
12
0

14
,3
84

1
4,
43
8

14
,6
2
8

14
,6
99

14
,7
56

(1
00
)

(9
9)

(9
8
)

(9
8)

(
99
)

(
10
0)

(1
02
)

(1
03
)

(1
0
4)

(1
05
)

(
10
5)

2,
65
0

2
,6
56

2,
66
2

2,
67
0

2,
6
84

2,
69
3

2
,7
02

2,
69
3

2,
69
7

2,
6
84

2,
68
9

(1
00
)

(1
00
)

(1
0
0)

(1
01
)

(1
01
)

(
10
2)

(1
02
)

(1
02
)

(1
0
2)

(1
01
)

(
10
1)

14
,8
26

15
,0
20

1
5,
23
0

15
,5
6
5

15
,7
85

16
,
11
5

16
,2
25

1
6,
27
0

16
,4
4
6

16
,6
07

17
,2
52

(1
00
)

(1
01
)

(1
0
3)

(1
05
)

(1
06
)

(
10
9)

(1
09
)

(1
10
)

(1
1
1)

(1
12
)

(
11
6)

45
5,
58
5

46
2
,4
11

47
2,
86
2

4
82
,5
0
1

49
1,
6
49

49
3,
53
6

49
5
,5
66

49
7,
42
0

49
9,
75
4

5
00
,4
43

50
2,
59
5

(1
00
)

(1
01
)

(1
0
4)

(1
06
)

(1
08
)

(
10
8)

(1
09
)

(1
09
)

(1
1
0)

(1
10
)

(
11
0)

89
0,
32
9

89
5
,1
65

90
3,
10
6

9
09
,4
9
5

91
5,
2
60

91
6,
37
3

92
0
,6
83

92
2,
95
3

92
5,
16
4

9
24
,6
87

92
7,
30
0

(1
00
)

(1
01
)

(1
0
1)

(1
02
)

(1
03
)

(
10
3)

(1
03
)

(1
04
)

(1
0
4)

(1
04
)

(
10
4)

（
注
）
下
段
数
値
は
、
平
成
2
2
年
度
を
1
0
0
と
し
た
時
の
数
値

＊
九
州
運
輸
局
長
崎
運
輸
支
局
及
び
軽
自
動
車
検
査
協
会
調
べ
（
各
年
度
末
現
在
）

４
　
自
動
車
保
有
台
数
の
推
移

軽
自
動
車

総
　
　
計

貨
　
　
物

乗
　
　
合

乗
　
　
用

特
殊
用
途

大
型
特
殊

小
型
二
輪




